
○勤務実態の把握

・これまでの研修動画、参考資料参照

○Ｂ水準・連携Ｂ水準・Ｃ１水準・Ｃ２水準共通手続

・医師労働時間短縮計画（時短計画）の作成

※（取組のポイント）医療機関全体での取組へ

・医療機関勤務環境評価センター（評価センター）の評価

○Ｃ１水準・Ｃ２水準

○指定申請

○追加的健康確保措置

・面接指導 ※水準にかかわらず、月の時間外・休日労働が100時間以上見込みの医師に対して実施

・勤務間インターバル ※ＢＣ水準の場合は“義務”、Ａ水準（一般則超え）の場合は“努力義務”

○36協定



追加的健康確保措置（面接指導）

１か月の時間外・休日労働が100時間以上となることが見込まれる医師が面接指導の対象となります。

労働者
（面接指導対象医師）事業者

（医療機関の管理者）

１か月の時間外・休日労
働が100時間以上見込み

産業医等と連携して行うことが望ましい
←産業医は衛生委員会への委員としての参画を通じて事業者に意見を言う立場（労働安全衛生法の枠組み）

＜実施時期＞
・１か月の時間外・休日労働が100時間に達するまでの間に実施（BC水準）
・疲労の蓄積が認められない場合は100時間以上となった後遅滞なくでも可（BC水準以外）

＜確認事項＞
① 勤務の状況（前月の休日・時間外労働時間（副業・兼業も自己申告により通算する）
② 睡眠の状況（直近2週間の1日平均睡眠時間（可能であればアクチグラフ等の客観的指標を用いる））

③ 疲労の蓄積の状況（「労働者の疲労蓄積度の自己診断チェックリスト」）
④ ②、③以外の心身の状況、
⑤ 面接指導を受ける意思の有無

面接指導
実施医師

※勤務する医療機関の管
理者でないこと

※講習修了者
※産業医（講習修了者）
が担うことも可

【管理者が面接指導実施医師による面接指導を実施】

【必要な情報の提供】

① 面接指導対象医師の氏名
② 上記＜確認事項＞の内容
③ その他必要な事項

＜確認事項＞
① 勤務の状況
② 睡眠の状況
③ 疲労の蓄積の状況
④ ②、③以外の心身の状況
（うつ症状や心血管疾患のリスク等）

【面接指導】

助
言
・
指
導

※管理者が指定した
面接指導実施医師の
面接指導を希望しな
い場合は、他の面接
指導実施医師による
面接指導を受けて、
その結果を証明する
書面を管理者に提出
することも可。

【
面
接
指
導
の
結
果
に
つ
い
て
の
意
見
聴
取
】

※①、②は管理者の確認後速やかに
③は面接指導医師からの求め後速やかに

※

面
接
指
導
後
遅
滞
な
く

【必要と認める場合には遅滞なく労働時間の短縮、宿直の回数の減少その他の適切な措置を実施】
※１か月の時間外・休日労働が155時間を超える場合には遅滞なく労働時間短縮のために必要な措置を講じなければならない。

※面接指導の結果の記録
の保存（５年）
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面接指導の準備のポイント（ＦＡＱ）

3

（答）”産業医“が実施することも可能ですが、面接指導実施医師が受講しなければならない講習を修了している
必要があります。

（問）面接指導は“産業医”も実施することが可能でしょうか。

（答）特に定めはありません。医療機関で必要と考えられる面接指導実施医師を確保いただく必要があります。

（問）１人の面接指導実施医師が担当できる面接指導対象医師の数は決まっているのでしょうか。

（答）今年（令和４年）中にe-learningによる講習が受けられるように準備中です。
講習の開始を含め、面接指導に係る詳細については、別途ホームページによる公開を予定しております。

追ってお知らせいたします。

（問）どのように講習を受ければよいのでしょうか。

（答）受講の際の費用負担はありません（無料）。
講習はe-learningにより実施しますので、受講者の都合のよいタイミングで受講できます。

（問）講習を受ける際の費用負担はあるのでしょうか。また講習の開催頻度はどの程度でしょうか。



面接指導実施医師養成講習会（オンライン）

講習会は令和４年中の開講を予定しております。無料の講習会であり、医師であれば受講可能です。

【講習会カリキュラム】

1. 総論・法制論

労働基準法・労働安全衛生法・医療法の概要、面接指導を行う上での留意点等

2. 健康管理

長時間労働の医師の現状、過重労働が健康に与える影響、慢性睡眠不足の影響等

3. 追加的健康確保措置

追加的健康確保措置の概要、面接結果の実践的活用等

4. 面接指導の実際（ロールプレイ動画）

5. 意見書作成と環境調整

意見書作成の実際、職場環境調整への意見等

【オンライン講習会の流れ】

※当該オンライン講習会を受講することで、面接指導実施医師の修了証が発行されるが、より効果的な面接指導の実施方法を修得していただくため、令和５年度以降、

オンライン講習会受講修了者のうち、希望者に対して、長時間労働医師に対する面接指導に関するロールプレイ研修を開催することを予定しています。

本人登録
氏名、生年月日、医籍登録番号等

カリキュラム動画
（全章聴講）

確認テスト
（全問正解）

修了証受領
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面接指導の実施時期について

5

水準 Ａ水準 Ａ・Ｂ・連携Ｂ・Ｃ水準 Ｂ・連携Ｂ・Ｃ水準

時間外・休日労働が100時間
以上となる頻度

低い 高い

睡眠及び疲労の状況の
事前確認の実施時期

当該月の時間外・休日労働が80時間を超
えた後

ある程度の疲労蓄積が想定される時期
（当該月の時間外・休日労働が80時間前
後となる時期が望ましい）

※ただし、当該月の時間外・休日労働が
100時間に到達する前に実施しなければ
ならない。

毎月あらかじめ決めておいた時期に行う
ことも可能

※ただし、当該月の時間外・休日労働が
100時間に到達する前に実施しなければ
ならない。

面接指導の実施時期

事前確認で一定の疲労の蓄積が予想され
る場合注は当該月の時間外・休日労働が
100時間に到達する前に実施しなければ
ならない。

11/1 12/111/22 11/24 11/26 11/28

疲労度確認 面接指導

11/3080時間到達後に疲労度確認を行い、一定の疲労
蓄積ありの場合は、100時間到達前に面接指導を
実施（無しの場合は、100時間到達後でも可）

11/1 12/111/24

100時間到達

11/12 12/10

疲労度確認
＆面接指導

疲労度確認
＆面接指導

11/22

80時間到達

11/1 12/111/26

100時間到達

11/18

疲労度確認
＆面接指導

11/22

80時間到達

80時間到達 100時間到達
面接指導

ある程度の疲労蓄積が想定される時期（80時間
到達前後の時期が望ましい）に面接指導を実施

毎月あらかじめ決めておいた時期に
面接指導を実施することも可能

注 一定の疲労蓄積が予想される場合とは下記のいずれかに該当した場合である。
① 前月の時間外・休日労働時間数：100時間以上 ② 直近2週間の1日平均睡眠時間：6時間未満
③ 疲労蓄積度チェック：自覚症状がIV又は負担度の点数が4以上 ④ 面接指導の希望：有

5

中間とりまとめ
参考資料



面接指導を実施する医療機関についての考え方

6

複数勤務あり 複数勤務なし

勤務先が全てＡ水準
医療機関

勤務先の１つが
Ｂ・連携Ｂ・Ｃ水準医療機関

複数の勤務先が
Ｂ・連携Ｂ・Ｃ水準医療機関

いずれの勤務先においても
Ａ水準対象業務に従事

一つの医療機関において
Ｂ・連携Ｂ・Ｃ水準対象
業務に従事

複数の医療機関において
Ｂ・連携Ｂ・Ｃ水準対象
業務に従事

〇 面接指導・就業上の措置を実施する医療機関については、医師本人の選択により、医療機関との相談の上、個別
に決定することとするが、確実な実施を図るために、面接指導を実施する医療機関についての考え方（常勤と非常
勤で勤務している場合には、常勤で勤務している医療機関が実施する等）を整理する。

雇用形態等を踏まえて決定 Ｂ・連携Ｂ・Ｃ水準医療機関

個々の医療機関

Ｂ・連携Ｂ・Ｃ水準適用医師
として勤務する医療機関

雇用形態等を踏まえて決定 雇用形態等を踏まえて決定

中間とりまとめ
参考資料



○勤務実態の把握

・これまでの研修動画、参考資料参照

○Ｂ水準・連携Ｂ水準・Ｃ１水準・Ｃ２水準共通手続

・医師労働時間短縮計画（時短計画）の作成

※（取組のポイント）医療機関全体での取組へ

・医療機関勤務環境評価センター（評価センター）の評価

○Ｃ１水準・Ｃ２水準

○指定申請

○追加的健康確保措置

・面接指導 ※水準にかかわらず、月の時間外・休日労働が100時間以上見込みの医師に対して実施

・勤務間インターバル ※ＢＣ水準の場合は“義務”、Ａ水準（一般則超え）の場合は“努力義務”

○36協定



連続勤務時間制限・勤務間インターバル規制・代償休息等について

8

（１） 勤務間インターバルを次の２種類の方法により確保する。

①始業から24時間以内に９時間の連続した休息時間を確保

を基本とし、

②始業から46時間以内に18時間の連続した休息時間を確保（宿日直許可のない宿日直に従事させる場合）

＊ 宿日直許可のある宿日直に連続して９時間以上従事する場合は、９時間の連続した休息時間が確保されたものとみなす。

（２） 代償休息を付与することを前提として勤務シフト等を組むことは、原則として認められない。

＊ 個人が連続して15時間を超える対応が必要な業務が予定されている場合は、代償休息の付与を前提とした運用を認める。ただし、当

該業務の終了後すぐに代償休息を付与すること。

代償休息の基本ルール

勤務シフト等を組むに当たっての基本ルール

（３） 予定された９時間又は18時間の連続した休息時間中にやむを得ない理由により発生した労働に従事した場

合は、当該労働時間に相当する時間の代償休息を事後的に付与する。（翌月末までに付与する。）

＊ 宿日直許可のある宿日直に連続して９時間以上従事する場合に、当該連続した９時間の間に通常の勤務時間と同態様の労働が発
生し十分な睡眠が確保できなかった場合は、管理者は、当該労働時間に相当する時間の休息を事後的に付与する配慮義務を負う。

※義務対象はＢ・連携Ｂ・Ｃ水準の適用となる医師。Ａ水準の適用となる医師については努力義務。

※Ｃ-１水準が適用される臨床研修医については次頁参照。

第15回 医師の働き方改革の推進に関する検討会
資料１

令和３年９月15日



連続勤務時間制限・勤務間インターバル規制・代償休息等について（Ｃ-１水準が適用される臨床研修医）

9

（１） 勤務間インターバルを次の２種類の方法により確保する。

①始業から24時間以内に９時間の連続した休息時間を確保

を原則とし、

②始業から48時間以内に24時間の連続した休息時間を確保
（臨床研修における必要性から、指導医の勤務に合わせた24時間の連続勤務時間とする必要がある場合）

＊ 宿日直許可のある宿日直に連続して９時間以上従事する場合は、９時間の連続した休息時間が確保されたものとみなす。

代償休息の基本ルール

勤務シフト等を組むに当たっての基本ルール

（２） 代償休息の必要がないように勤務間インターバルの確保を徹底することを原則とする。

＊ ただし、以下を要件として代償休息の付与を認める。

①臨床研修における必要性から、オンコール又は宿日直許可のある宿日直への従事が必要な場合に限る。

②臨床研修医の募集時に代償休息を付与する形式での研修を実施する旨を明示する。

③代償休息を付与する期限は、以下のとおりとする。

・「当該診療科の研修期間の末日」又は「翌月末」までのいずれか早い日までの間に付与する。

・ 「翌月末」より前に「当該診療科の研修期間の末日」を迎える場合は、 「当該診療科の研修期間の末日」までに代償休息を付与する

ことが困難である場合に限り、「翌月末」までに付与するものとする。

第15回 医師の働き方改革の推進に関する検討会
資料１

令和３年９月15日



連続勤務時間制限・勤務間インターバル規制等の基本的な考え方と論点の整理

10

基本的な考え方

【１．基本的なルール】 ※義務対象はＢ・連携Ｂ・Ｃ水準の適用対象となる医師。Ａ水準の適用となる医師については努力義務。

○ 連続勤務時間制限と勤務間インターバル規制は、原則として次の２種類が設けられている（C-１水準が適用される臨床研修医を除く）。

①始業から24時間以内に９時間の連続した休息時間（15時間の連続勤務時間制限）：通常の日勤及び宿日直許可のある宿日直に従事する場合

を基本としつつ、

②始業から46時間以内に18時間の連続した休息時間（28時間の連続勤務時間制限）：宿日直許可のない宿日直に従事する場合

○ 確実に休息を確保する観点から、９時間又は18時間の連続した休息時間は、事前に勤務シフト等で予定されたものであることを原則とする。

※ 例えば、事前に勤務シフト等で予定された休息時間が８時間であり、当日、たまたま休息時間を１時間延長して９時間の連続した休息時間を確保することができた、
といったケースは、 適当ではない。

※ 医療機関の管理者は、勤務する医師が９時間又は18時間の連続した休息時間を確保することができるように勤務シフト等を作成する必要がある。

○ 予定された９時間又は18時間の連続した休息時間中にやむを得ない理由により発生した労働に従事した場合は、当該労働時間に相当する時間の代償休息を

事後的に付与する。（当該労働の発生した日の属する月の翌月末までに付与） ※Ｃ-１水準が適用される臨床研修医への適用については後述。

○ 宿日直許可のある宿日直に連続して９時間以上従事する場合は、９時間の連続した休息時間が確保されたものとみなし、この場合に通常の勤務時間と同態様

の労働が発生し十分な睡眠が確保できなかった場合は、管理者は、当該労働時間に相当する時間の休息を事後的に付与する配慮義務を負う。（※）

※ 当該宿日直中に発生した労働の負担の程度に応じ、休暇の取得の呼びかけ等の休息時間を確保するための何らかの取組を行う義務が発生する。（必ずしも結果

として休息時間の確保そのものが求められるものではない。）

※ 宿日直許可のある宿日直に連続して９時間以上従事する場合において、連続した９時間を超える分の時間については、当該時間に通常の勤務と同態様の労働が

発生した場合でも、当該配慮義務は発生しない。

【２．「始業」の考え方】

○ 連続勤務時間制限の起点となる「始業」は、事前に勤務シフト等で予定された労働の開始時とする。

※ 例えば、１日の間に短時間の休息と労働が繰り返されることが予定されている場合は、それぞれの労働の開始が「始業」扱いとなる。

【３．２種類の連続勤務時間制限と勤務間インターバル規制の関係】

○ ①「始業から24時間以内に９時間の連続した休息時間（15時間の連続勤務時間制限）」と、宿日直許可のない宿日直に従事する場合の②「始業から46時間以

内に18時間の連続した休息時間（28時間の連続勤務時間制限）」について、 ①と②の間に段階的な規制の適用を行うことはない（例えば始業から16時間連続し

て宿日直許可のない宿日直を含む勤務を行った場合、②が適用され、次の業務の開始までに18時間の連続した休息時間が必要となる）。

参 考令和３年８月４日 第13回 医師の働き方改革の推進に関する検討会
資料１のＰ１を一部修正



【１．基本的なルール】 ※◎はC-１水準が適用される臨床研修医以外のＢ・連携Ｂ・Ｃ水準の適用対象となる医師についての取扱いと異なるもの。

◎ Ｃ-１水準が適用される臨床研修医に関しての連続勤務時間制限と勤務間インターバル規制は、次の２種類が設けられている。

①始業から24時間以内に９時間の連続した休息時間 （15時間の連続勤務時間制限）： 通常の日勤及び宿日直許可のある宿日直に従事する場合

を原則としつつ、

②始業から48時間以内に24時間の連続した休息時間（24時間の連続勤務時間制限） ： 臨床研修における必要性から、指導医の勤務に合わせた

24時間の連続勤務時間とする必要がある場合

○ 確実に休息を確保する観点から、９時間又は24時間の連続した休息時間は、事前に勤務シフト等で予定されたものであることを原則とする。

※ 例えば、事前に勤務シフト等で予定された休息時間が８時間であり、当日、たまたま休息時間を１時間延長して９時間の連続した休息時間を確保することが

できた、といったケースは、 適当ではない。

※ 医療機関の管理者は、勤務する医師が９時間又は24時間の連続した休息時間を確保することができるように勤務シフト等を作成する必要がある。

【２．「始業」の考え方】

○ 連続勤務時間制限の起点となる「始業」は、事前に勤務シフト等で予定された労働の開始時とする。

※ 例えば、１日の間に短時間の休息と労働が繰り返されることが予定されている場合は、それぞれの労働の開始が「始業」扱いとなる。

【３．２種類の連続勤務時間制限と勤務間インターバル規制の関係】

○ １．の①と②の間に段階的な規制の適用を行うことはない。

【４．代償休息】

◎ C-１水準が適用される臨床研修医については、代償休息が発生しないように勤務間インターバルを確保を徹底することが原則であるが、下記の

①～③を要件として、代償休息の付与を認める。

①臨床研修における必要性から、オンコール又は宿日直許可のある宿日直への従事が必要な場合に限る。

②臨床研修医の募集時に代償休息を付与する形式での研修を実施する旨を明示する。

③代償休息は、計画的な研修という観点から、通常は当該診療科の研修期間内で処理すべきであり、代償休息の付与期限は原則とし
て必要性が生じた診療科の研修期間内とし、それが困難な場合に限り、翌月末までとする。

・代償休息は、「当該診療科の研修期間の末日」又は「翌月末」までのいずれか早い日までの間に付与する。

・ 「翌月末」より前に「当該診療科の研修期間の末日」を迎える場合は、 「当該診療科の研修期間の末日」までに代償休息を付与すること

が困難である場合に限り、「翌月末」までに付与するものとする。

Ｃｰ１水準が適用される臨床研修医への連続勤務時間制限・勤務間インターバル規制等の適用について

11

基本的な考え方
参 考



勤務間インターバルと代償休息に関するルールの設定を
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中間とりまとめ（抜粋）

○ 連続勤務時間制限及び勤務間インターバルを実施で

きなかった場合の代償休息の付与方法については、対象

となった時間数について、所定労働時間中における時間

休の取得又は勤務間インターバルの延長のいずれかに

よることとするが、疲労回復に効果的な休息の付与の観

点から以下のような点に留意する。

・ 勤務間インターバルの延長は、睡眠の量と質の向上

につながる

・ 代償休息を生じさせる勤務の発生後、できる限り早く

付与する

・ オンコールからの解放、シフト制の厳格化等の配慮に

より、仕事から切り離された状況を設定する

また、代償休息は予定されていた休日以外で付与す

ることが望ましく、特に面接指導の結果によって個別に必

要性が認められる場合には、予定されていた休日以外に

付与する。

代償休息付与の留意事項


